
 

 

 

令和５年３月２２日 

告示第２２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害等が発生した際又は発生するおそれがある場合において、事業所等が保

有する資源を地域の重要な防災力ととらえ、町、事業所等及び地域が連携した防災体制の強化を

図るとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 事業所等 町内に店舗、工場、事務所等を有するもの並びに町内に活動拠点を置くボラン

ティア団体等及びその他の団体をいう。 

(２) 災害 地震、暴風、豪雨その他の異常な自然現象又は地域住民の生命、身体及び財産に危

険を及ぼすおそれのある事象若しくは事故その他の町、事業所等及び地域の連携した防災活動

が必要と認められる被害をいう。 

（登録要件） 

第３条 本制度に登録することができる事業所等は、次の各号のいずれにも該当する事業所等とす

る。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団等でないこと 

(２) 町税等を完納していること 

(３) 前２号に掲げる事業所等のほか、町長が本制度に登録する事業所として適当と認めるもの 

（登録手続） 

第４条 本制度に登録しようとする事業所等の代表者は、「芦北町災害時協力事業所登録・変更申

請書」（様式第１号）及び役員名簿を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録することが適

当であると認めたときは、当該事業所等の代表者に「芦北町災害時協力事業所登録証」（様式第

２号）を交付するものとする。 

３ 前項の規定により登録証の交付を受けた事業所等（以下「災害時協力事業所」という。）は、

登録の認定を受けた事項について変更が生じたときは、「芦北町災害時協力事業所登録・変更申

請書」（様式第１号）により町長に申請しなければならない。 

（登録期間） 

第５条 災害時協力事業所の登録期間は、登録証の交付の日から当該年度の３月３１日までとす

る。なお、災害時協力事業所から登録の抹消の申出がない場合の登録期間については、さらに１

年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（災害時協力事業所の公表等） 



 

 

第６条 町長は、災害時協力事業所の名称、所在地等を町ホームページその他の広報媒体を活用し

て公表することができる。ただし、公表を希望しない災害時協力事業所については、この限りで

ない。 

２ 災害時協力事業所は、登録証を施設に掲示等できるものとするほか、災害時協力事業所である

ことを印刷物等に表示することができるものとする。 

（災害時協力事項） 

第７条 災害時協力事業所は、次の各号において可能な業務について、自らの判断で地域と連携し

て協力活動を実施するものとする。 

(１) 一時避難場所等の提供 

(２) 資機材等の提供 

(３) 食糧品、飲料水等の物資の提供 

(４) 初期消火、救出救護、障害物の除去等労務の提供 

(５) その他防災上必要な協力 

（協力の要請） 

第８条 町長は、前条に規定する事項を災害時協力事業所に協力の要請をしようとするときは、

「災害時協力要請書」（様式第３号）により行うものとする。 

２ 災害時協力事業所は、前項の規定による協力の要請があったときは、その諾否等について、

「災害時協力要請承諾・不承諾書」（様式第４号）により町長に回答するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話

等により協力の要請及びその諾否の確認を行うことができるものとする。 

(１) 災害の状況 

(２) 要請する協力活動 

(３) 前２号に掲げるもののほか、協力の要請に必要な事項 

（協力の実施等） 

第９条 災害時協力事業所は、災害時において町長からの要請に基づき、第７条各号に掲げる事項

につき、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない範囲内で協力するものとする。 

２ 前項の規定により災害時協力事業所が行う協力活動（以下「災害時協力活動」という。）の期

間は、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない期間とし、その期間は、町及び災害時協力

事業所が協議して定める。 

（経費負担） 

第１０条 第７条の規定による協力事項の実施に要した費用は、当該活動を実施した災害時協力事

業所が負担するものとする。ただし、第８条に規定する町長の要請による協力活動の費用につい

ては、芦北町と災害時協力事業所で協議し、芦北町が負担することが適当であると認められる場

合に限り、これを負担するものとする。 

（実施報告） 

第１１条 災害時協力事業所は、災害時協力活動を完了したときは、「災害時協力活動実施報告



 

 

書」（様式第５号）により、町長に報告するものとする。 

（登録の抹消） 

第１２条 町長は、災害時協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、災害時協力事業所

の登録を抹消するものとする。 

(１) 廃業又は休止したとき。 

(２) 町外に移転したとき。 

(３) 事業所を第三者に譲渡又は売買した後、引き続き災害時に協力活動を行う意思が確認でき

ないとき。 

(４) 第３条各号のいずれかに反する事由が発生したとき。 

(５) 「芦北町災害時協力事業所登録抹消申出書」（様式第６号）及び「芦北町災害時協力事業

所登録証」（様式第２号）を町長に提出し、災害時協力事所の登録の抹消を申し出たとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、災害時協力事業所を登録しておくことが適当でないと町長が

認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により、災害時協力事業所の登録を抹消したときは、速やかに「芦北町災

害時協力事業所登録抹消通知書」（様式第７号）により通知するものとする。 

（防災訓練等） 

第１３条 災害時協力事業所は、本町又は地域の団体等が実施する防災訓練等に可能な限り協力す

るように努めるものとする。 

（庶務） 

第１４条 芦北町災害時協力事業所登録制度に関する庶務は、総務課危機管理防災室が行う。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



第９節  災害時要配慮者利用施設一覧

津波地域法 土砂法

洪水 高潮 津波 土砂

医療提供施設 病      院 井上病院 芦北町佐敷280-1 〇

〃 溝部病院 芦北町湯浦403-1 〇

〃 井上医院 芦北町佐敷167 〇

〃 篠原医院 芦北町佐敷370-1 〇

〃 宮島医院 芦北町佐敷348-1 〇 〇

〃 松本医院 芦北町花岡1666-4 〇 〇

〃 竹本医院 芦北町湯浦218-3 〇

〃 芦北クリニック 芦北町湯浦417-1 〇

〃 芦北整形外科医院 芦北町芦北2610-8 〇 〇 〇

〃 芦北とりかい眼科 芦北町芦北2413-1 〇 〇

〃 七浦てらさきクリニック 芦北町芦北2090 〇 〇

〃 くまもと中医クリニック 芦北町芦北2331-2 〇 〇

〃 百崎内科医院 芦北町田浦806 〇 〇

歯科診療所 さしき宮島歯科医院 芦北町花岡1660 〇 〇

〃 井上歯科医院 芦北町花岡1846-8 〇

〃 あいりす歯科医院 芦北町道川内6-9 〇

〃 野村歯科医院 芦北町小田浦1348-5 〇 〇

〃 藤崎歯科医院 芦北町田浦646-1

児童福祉施設 医療型障害児入所施設
くまもと芦北療育
医療センター

芦北町芦北2813 〇

指定児童発達支援・指定放課後
等デイサービス事務所

児童発達支援・放課後等デイサー
ビス　ありんこるーむ芦北

道川内6-13 〇

保  育  園 淳光育児園 芦北町花岡309-40 〇

〃 吉尾保育園 芦北町吉尾197 〇

〃 あしきた・まちのこども園 芦北町芦北2039 〇 〇

〃 計石保育園 芦北町計石2962-1 〇 〇

〃 湯浦保育園 芦北町湯浦201 〇

〃 大野保育園 芦北町天月1215-3

〃 田浦保育園 芦北町田浦町698 〇 〇

〃 認定こども園すくすく 芦北町芦北2226-2 〇 〇 〇

〃
くまもと芦北療育医療センター
事業所内保育園

芦北町芦北2813 〇

区  分 施設区分 施    設    名 住        所
水防法

（※　〇は避難確保計画作成対象施設）



津波地域法 土砂法

洪水 高潮 津波 土砂

児童福祉施設 児童厚生施設 芦北児童館 芦北町佐敷111-1 〇

〃 湯浦児童館 芦北町湯浦188-1 〇

老人福祉施設 老人デイサービスセンター きずなの里デイサービスセンター 芦北町湯浦1439-1 〇 〇

〃 指定通所介護事業所であいクラブ 芦北町芦北2324-1 〇 〇 〇

〃 田の浦荘 芦北町田浦町870-1

〃 八幡荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 芦北町田浦町664 〇

〃 美里デイサービスセンター 芦北町天月1337-1 〇 〇

〃 吉尾デイサービスセンター 芦北町吉尾197  〇

〃
通所リハビリテーション
どんぐりの家

芦北町田浦806 〇 〇

〃
芦北クリニック
通所リハビリテーションさくら

芦北町湯浦417-1 〇

〃
芦北整形外科通所リハビリテー
ション

芦北町芦北2610-8 〇 〇 〇

〃 篠原医院通所リハビリテーション 芦北町佐敷370-1 〇

養護老人ホーム 有隣 芦北町芦北2855 〇 〇

短期入所 ショートステイなんてん 芦北町花岡1846-3 〇

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム五松園 芦北町花岡1118 〇 〇

〃 特別養護老人ホーム田の浦荘 芦北町田浦町870-1

有料老人ホーム ゆうあいの家 芦北町芦北2324-1 〇 〇 〇

〃 美里 芦北町白木1307 〇

グループホーム グループホームあしきた 芦北町芦北2015-6 〇 〇

〃 グループホームむつみ荘 芦北町佐敷371-6 〇

〃 紫おん福祉の家 芦北町鶴木山1288-5

〃 グループホームつわぶき 芦北町湯浦1505-1 〇

〃 グループホームつわぶきⅡ 芦北町湯浦1505-1 〇

〃 グループホームたのうらそう 芦北町田浦町822-3 〇

〃 グループホーム慈愛 芦北町天月1345 〇 〇

〃 グループホーム慈愛Ⅱ 芦北町天月1345 〇 〇

〃 グループホーム千花 芦北町芦北2592-1 〇 〇 〇

老人保健施設 介護老人保健施設 新清苑 芦北町芦北2727-1 〇 〇 〇

区  分 施設区分 施    設    名 住        所
水防法



津波地域法 土砂法

洪水 高潮 津波 土砂

老人福祉施設 生活支援ハウス
高齢者生活福祉センター
八幡荘

芦北町田浦町664 〇

〃
高齢者生活支援ハウス
みどりの里

芦北町芦北2324-1 〇

障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 石蕗の里 芦北町湯浦1505-1 〇

〃 障害者支援施設 みつば学園 芦北町花岡1539 〇

療養介護事業所 くまもと芦北療育医療センター 芦北町芦北2813 〇

グループホーム グループホーム虹 芦北町道川内2-4 〇

〃 さくら 芦北町芦北2609-2 〇 〇

〃 つわぶきの家 芦北町湯浦1506-9 〇

〃 ばらん家　芦北 芦北町佐敷371－４ 〇

教育施設 特別支援学校 熊本県立芦北支援学校 芦北町芦北2829-8 〇

〃
熊本県立芦北支援学校高等部
佐敷分教室

芦北町乙千屋20-2 〇 〇

小学校 芦北町立佐敷小学校 芦北町道川内31 〇 〇

〃 芦北町立大野小学校 芦北町市野瀬1119 〇

〃 芦北町立湯浦小学校 芦北町湯浦1396 〇

〃 芦北町立内野小学校 芦北町大川内602 〇 〇

〃 芦北町立田浦小学校 芦北町田浦840 〇 〇

中学校 芦北町立佐敷中学校 芦北町花岡496-2 〇 〇

〃 芦北町立湯浦中学校 芦北町湯浦369 〇

〃 芦北町立田浦中学校 芦北町田浦760 〇

高等学校 熊本県立芦北高等学校 芦北町乙千屋20-2 〇 〇

その他 救護施設 救護施設  野坂の浦荘 芦北町田浦町358-2

区  分 施設区分 施    設    名 住        所
水防法



 



 



 



 



  第６章 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 その他 
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行

に
関

す
る

情
報

収
集

□
 ス

テ
ー

ジ
５

移
行

に
関

す
る

情
報

収
集

□
 ス

テ
ー

ジ
６

移
行

に
関

す
る

情
報

収
集

□
 警

戒
解

除
に

関
す

る
情

報
収

集

□
 T

Lの
立

ち
上

げ
の

判
断

（
決

定
）

□
 ス

テ
ー

ジ
2移

行
の

判
断

（
決

定
）

□
 ス

テ
ー

ジ
３

移
行

の
判

断
（

決
定

）
□

 ス
テ

ー
ジ

４
移

行
の

判
断

（
決

定
）

□
 ス

テ
ー

ジ
５

移
行

の
判

断
（

決
定

）
□

 ス
テ

ー
ジ

６
移

行
の

判
断

（
決

定
）

□
 警

戒
の

解
除

に
関

す
る

決
定

1
0
2

防
災

体
制

の
決

定
□

 防
災

行
動

 ・
避

難
準

備
に

関
わ

る
決

定
□

 職
員

の
動

員
配

置
　
（

第
１

次
警

戒
配

備
）

□
 職

員
の

動
員

配
置

（
第

2次
警

戒
配

備
）

□
 職

員
の

動
員

配
置

（
第

３
次

警
戒

配
備

）
□

 職
員

の
参

集
□

 災
害

対
策

本
部

の
設

置

□
 職

員
の

動
員

配
置

（
第

4次
警

戒
配

備
）

□
 職

員
の

参
集

□
 災

害
対

策
本

部
の

設
置

追
加

①
流

域
で

共
有

し
た

情
報

に
基

づ
く体

制
の

確
立

■
流

域
内

の
運

用
会

議
で

の
共

有
情

報
を

確
認

（
流

域
全

体
の

危
機

感
を

共
有

）

■
流

域
内

の
運

用
会

議
で

の
共

有
情

報
を

確
認

（
流

域
全

体
の

危
機

感
を

共
有

）
■

激
甚

洪
水

を
な

る
か

ど
う

か
の

検
討

（
関

係
機

関
と

協
議

し
決

定
）

■
（

激
甚

洪
水

に
な

る
と

予
想

さ
れ

た
場

合
）

■
（

激
甚

洪
水

に
な

る
と

予
想

さ
れ

た
場

合
）

ス
テ

ー
ジ

の
移

行
を

待
た

ず
早

期
の

対
応

を
実

施
（

ス
テ

ー
ジ

の
枠

を
超

え
て

早
め

の
行

動
）

■
（

激
甚

洪
水

に
な

る
と

予
想

さ
れ

た
場

合
）

ス
テ

ー
ジ

の
移

行
を

待
た

ず
早

期
の

対
応

を
実

施
（

ス
テ

ー
ジ

の
枠

を
超

え
て

早
め

の
行

動
）

■
災

害
対

策
本

部
の

設
置

■
（

激
甚

洪
水

に
な

る
と

予
想

さ
れ

た
場

合
）

ス
テ

ー
ジ

の
移

行
を

待
た

ず
早

期
の

対
応

を
実

施
（

ス
テ

ー
ジ

の
枠

を
超

え
て

早
め

の
行

動
）

2
00

防
災

情
報

の
収

集
・伝

達
2
0
1

防
災

情
報

の
収

集
・整

理
（

受
け

手
に

な
る

場
合

）
□

関
係

機
関

へ
の

助
言

依
頼

□
 関

係
機

関
へ

の
助

言
依

頼
□

 関
係

機
関

へ
の

助
言

依
頼

□
 関

係
機

関
へ

の
助

言
依

頼
□

 関
係

機
関

へ
の

助
言

依
頼

□
 関

係
機

関
へ

の
助

言
依

頼

追
加

②
流

域
で

共
有

し
た

情
報

の
活

用
■

流
域

内
の

運
用

会
議

（
W

eb
）

へ
の

参
加

■
メ

ー
リ

ン
グ

リ
ス

ト
に

よ
る

流
域

情
報

の
共

有

■
流

域
内

の
運

用
会

議
（

W
eb

）
へ

の
参

加
■

メ
ー

リ
ン

グ
リ

ス
ト

に
よ

る
流

域
情

報
の

共
有

■
メ

ー
リ

ン
グ

リ
ス

ト
に

よ
る

流
域

情
報

の
共

有
■

メ
ー

リ
ン

グ
リ

ス
ト

に
よ

る
流

域
情

報
の

共
有

■
メ

ー
リ

ン
グ

リ
ス

ト
に

よ
る

流
域

情
報

の
共

有

追
加

③
自

治
体

内
部

の
情

報
共

有
■

流
域

内
の

運
用

会
議

の
情

報
、

災
害

対
策

本
部

の
情

報
を

自
治

体
内

へ
周

知
、
共

有

■
流

域
内

の
運

用
会

議
の

情
報

、
災

害
対

策
本

部
の

情
報

を
自

治
体

内
へ

周
知

、
共

有

■
流

域
内

の
運

用
会

議
の

情
報

、
災

害
対

策
本

部
の

情
報

を
自

治
体

内
へ

周
知

、
共

有

■
流

域
内

の
運

用
会

議
の

情
報

、
災

害
対

策
本

部
の

情
報

を
自

治
体

内
へ

周
知

、
共

有

■
流

域
内

の
運

用
会

議
の

情
報

、
災

害
対

策
本

部
の

情
報

を
自

治
体

内
へ

周
知

、
共

有

追
加

④
情

報
・現

象
の

監
視

■
府

県
気

象
情

報
の

監
視

■
雨

雲
の

動
き

、
土

砂
危

険
度

分
布

、
河

川
水

位
の

監
視

■
専

門
に

監
視

す
る

職
員

（
3

人
 

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン

）
を

配
置

■
雨

雲
の

動
き

、
土

砂
危

険
度

分
布

、
河

川
水

位
の

監
視

■
専

門
に

監
視

す
る

職
員

（
3

人
 

ロ
ー

テ
ー

シ
ョン

）
を

配
置

■
雨

雲
の

動
き

、
土

砂
危

険
度

分
布

、
河

川
水

位
の

監
視

■
専

門
に

監
視

す
る

職
員

（
3

人
 

ロ
ー

テ
ー

シ
ョン

）
を

配
置

■
雨

雲
の

動
き

、
土

砂
危

険
度

分
布

、
河

川
水

位
の

監
視

■
専

門
に

監
視

す
る

職
員

（
3

人
 

ロ
ー

テ
ー

シ
ョン

）
を

配
置

2
0
2

□
 T

L
立

ち
上

げ
の

本
部

か
ら
の

周
知

□
ス

テ
ー

ジ
2の

移
行

の
周

知
□

 ス
テ

ー
ジ

３
の

移
行

の
周

知
□

 ス
テ

ー
ジ

４
の

移
行

の
周

知
□

 ス
テ

ー
ジ

５
の

移
行

の
周

知
□

 ス
テ

ー
ジ

６
の

移
行

の
周

知
□

警
戒

の
解

除
に

関
す

る
周

知

□
 ス

テ
ー

ジ
1以

降
の

対
応

方
針

の
検

討
□

 ス
テ

ー
ジ

２
以

降
の

対
応

方
針

の
検

討
□

 ス
テ

ー
ジ

３
以

降
の

対
応

方
針

の
検

討
□

 ス
テ

ー
ジ

4以
降

の
対

応
方

針
の

検
討

□
 ス

テ
ー

ジ
５

以
降

の
対

応
方

針
の

検
討

□
 ス

テ
ー

ジ
６

以
降

の
対

応
方

針
の

検
討

□
 水

防
団

待
機

水
位

の
到

達
の

周
知

□
 避

難
判

断
水

位
到

達
の

周
知

□
 気

象
情

報
・河

川
水

位
情

報
の

周
知

□
氾

濫
危

険
水

位
到

達
の

周
知

□
氾

濫
危

険
水

位
到

達
の

周
知

□
 本

部
か

ら
の

周
知

（
大

雨
警

報
の

見
込

み
）

□
 土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

発
表

の
見

込
み

の
周

知
□

 土
砂

災
害

警
戒

情
報

の
周

知
□

 土
砂

災
害

警
戒

情
報

（
実

況
）

の
発

表
の

周
知

ス
テ

ー
ジ

ス
テ

ー
ジ

移
行

基
準

気
象

情
報

大
野

観
測

所
水

位

芦
北

町
 か

ら
の

避
難

情
報

防
災

情
報

の
発

信
・伝

達
(送

り
手

に
な

る
場

合
）

住
民

に
求

め
ら

れ
る

避
難

行
動

球
磨

川

氾
濫

避
難

完
了

避
難

指
示

高
齢

者
等

避
難

大
野

水
位

観
測

所
の

水
位

上
昇

イ
メ

ー
ジ



 

 

30
0

3
0
1

住
民

避
難

の
意

思
決

定
□

 指
定

避
難

所
の

開
設

時
期

の
検

討
□

 指
定

避
難

所
の

開
設

時
期

の
検

討
□

 自
主

避
難

・警
戒

に
関

す
る

決
定

□
 要

支
援

者
・住

民
の

自
主

避
難

□
自

主
避

難
所

の
開

設
・運

営

□
 高

齢
者

等
避

難
の

適
否

判
断

、
発

表
時

期
の

検
討

□
 避

難
場

所
の

確
認

□
 指

定
避

難
所

増
設

時
期

の
検

討

□
 避

難
指

示
の

適
否

判
断

、
発

表
時

期
の

検
討

□
 避

難
場

所
の

確
認

□
 指

定
避

難
所

増
設

時
期

の
検

討

□
 避

難
指

示
の

適
否

判
断

、
発

表
時

期
の

検
討

□
 避

難
場

所
の

再
確

認

3
0
2

住
民

へ
の

避
難

情
報

の
提

供
□

 高
齢

者
等

避
難

の
発

表
□

避
難

指
示

の
発

表
□

避
難

指
示

の
発

表
3
0
3

避
難

誘
導

□
 要

支
援

者
の

避
難

□
 住

民
の

避
難

□
 逃

げ
遅

れ
た

住
民

の
避

難
3
0
4

指
定

避
難

所
の

開
設

・運
営

（
自

主
避

難
所

を
含

む
）

□
 指

定
避

難
所

の
開

設
の

準
備

□
 指

定
避

難
所

の
開

設
・運

営

3
0
5

福
祉

避
難

所
の

開
設

・運
営

3
0
6

要
配

慮
者

の
避

難
対

応
□

 要
支

援
者

の
支

援
の

準
備

□
 高

齢
者

・要
支

援
者

施
設

へ
の

情
報

提
供

□
 高

齢
者

・要
支

援
者

施
設

へ
の

情
報

提
供

□
 要

支
援

者
の

避
難

3
1
0

指
定

管
理

者
に

管
理

委
託

す
る

公
共

施
設

の
避

難
対

応
□

 公
共

施
設

閉
鎖

の
準

備
（

判
断

）
□

 公
共

施
設

閉
鎖

の
実

施

追
加

⑤
夜

間
避

難
へ

の
対

応
(避

難
時

間
帯

が
夜

間
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

）

■
高

齢
者

等
避

難
の

早
期

発
表

の
検

討 ■
早

期
に

住
民

へ
予

防
的

避
難

準
備

の
呼

び
か

け
を

実
施

追
加

⑥
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
へ

の
協

力
依

頼
40

0
4
0
1

現
場

職
員

・パ
ト

ロ
ー

ル
の

指
揮

□
 パ

ト
ロ

ー
ル

の
準

備
□

 パ
ト

ロ
ー

ル
の

実
施

 【
継

続
】

□
 職

員
退

避
・撤

退
基

準
の

再
確

認
□

 防
災

対
応

従
事

者
の

退
避

時
期

の
検

討
□

 パ
ト

ロ
ー

ル
担

当
者

の
退

避

4
0
2

水
防

活
動

の
指

揮
□

 消
防

団
の

活
動

準
備

の
方

針
検

討
□

 水
防

警
報

に
よ

る
「待

機
」・

「準
備

」
□

 水
防

警
報

に
よ

る
「出

動
」

□
 水

防
警

報
に

よ
る

「警
戒

」

□
 支

川
等

の
氾

濫
対

応
の

検
討

□
 支

川
等

の
氾

濫
対

応
□

支
川

の
内

水
氾

濫
対

応
4
0
3

施
設

の
操

作
□

 樋
門

操
作

の
準

備
□

 樋
門

操
作

の
実

施
□

 水
防

活
動

担
当

者
や

樋
門

操
作

員
の

退
避

□
 施

設
操

作
□

 雨
水

ポ
ン

プ
場

操
作

の
準

備
□

 雨
水

ポ
ン

プ
場

操
作

の
実

施
4
0
4

道
路

の
規

制
・管

理
□

道
路

の
通

行
規

制
の

検
討

□
道

路
の

通
行

規
制

の
実

施
□

 道
路

啓
開

担
当

者
の

退
避

50
0

広
報

対
応

5
0
1

追
加

⑦
警

察
や

報
道

機
関

へ
の

情
報

提
供

□
 警

察
・マ

ス
コ
ミ等

へ
対

応
の

準
備

□
 警

察
・マ

ス
コ
ミ等

へ
対

応
の

実
施

【継
続

】
■

専
門

要
員

の
配

置
 

総
務

対
策

部
が

対
応

 専
門

要
員

の
配

置
 

総
務

対
策

部
（

約
7
名

）
で

対
応

 専
門

要
員

の
配

置
 

総
務

対
策

部
で

対
応

　
※

必
要

に
応

じ
て

追
加

招
集

 専
門

要
員

の
配

置
 

総
務

対
策

部
で

対
応

　
※

必
要

に
応

じ
て

追
加

招
集

5
0
3

追
加

⑧
住

民
との

コ
ミュ

ニ
ケ

ー
シ

ョン
□

 住
民

か
ら
の

通
報

・問
合

せ
対

応
の

準
備

□
 住

民
か

ら
の

通
報

・問
合

せ
対

応
の

実
施

 【
継

続
】

■
専

門
要

員
の

配
置

 
総

務
対

策
部

・
福

祉
対

策
部

・建
設

対
策

部
が

対
応

■
専

門
要

員
の

配
置

 
総

務
対

策
部

・
福

祉
対

策
部

・建
設

対
策

部
が

対
応

 専
門

要
員

の
配

置
 

全
対

策
部

で
の

対
応

と
な

る
が

主
に

総
務

対
策

部
・福

祉
対

策
部

・建
設

対
策

部

 専
門

要
員

の
配

置
 

全
対

策
部

で
の

対
応

と
な

る
が

主
に

総
務

対
策

部
・福

祉
対

策
部

・建
設

対
策

部

60
0

関
係

機
関

と連
携

6
0
1

受
援

体
制

の
管

理
□

 関
係

機
関

へ
の

支
援

の
事

前
調

整
□

 ホ
ット

ラ
イ

ン
の

実
施

□
 ホ

ット
ラ
イ

ン
の

実
施

□
 ホ

ット
ラ
イ

ン
の

実
施

70
0

氾
濫

後
の

応
急

対
応

7
0
1

被
害

に
対

す
る

応
急

対
応

□
 被

災
状

況
の

情
報

収
集

□
 応

急
対

応
の

決
定

□
 被

災
警

戒
区

域
対

応
の

実
施

□
 道

路
被

災
対

応
の

実
施

□
 被

災
箇

所
へ

の
対

応
の

実
施

□
 応

急
対

策
の

実
施

□
 被

災
状

況
の

情
報

収
集

80
0

救
助

活
動

8
0
1

救
助

活
動

□
 逃

げ
遅

れ
た

住
民

の
救

助
□

 孤
立

化
集

落
対

応
の

実
施

住
民

避
難

へ
の

対
応

氾
濫

前
の

現
場

対
応


